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慶雁1医学 　80巻4号 い書`成15年12月)

行するとACSを 併発 し救命できるはずの外傷患者を失

うことにもなりかねない.し たが って,DCSの 適応は

慎重におこない,外 傷外科医は臓器損傷出血に対する通

常の止血方法に熟知 していなければならない.

　　　北野 光秀(済 生会神奈川県病院 救急部 ・外科)

ア トピー性皮膚炎の漢方治療

　ア トピー性皮膚炎の治療薬はステロイ ド剤を中心 とす

る免疫抑制剤です,こ れは誰もが;n,める薬ですが,免 疫

反応を正常化できる薬があればさらに強力な武器になり

ます.私 は十数年,ア トピー治療に漢方薬を使用してき

ましたが,こ の薬に免疫iE常 化作用があるようです.漢

方薬は充分に薬理作用が解明されていませんので,と っ

つきに くい薬ではありますが皮膚科ではほとんど行われ

ていないア トピーの漢方治療についてご紹介させていた

だきます.

〈漢方薬が異常な免疫機能を正常化する?〉

　ア トピー性皮膚炎発症の原因の一つとしてTh　1/Th2
バ ランスがTh2優 位な状態になっていることが挙げら

れます.私 逮はアレルギー疾患が漢方薬により改善され

てい く過程で風邪をひきにくくなったという訴えをしば

しば耳にします.ま た多発,慢ft;化 していた伝染性軟属

腫や尋常性ゆうぜいが急速に消失 していくのを経験 しま

す.特 に柴胡剤という種類の漢方薬投与により,風 邪を

ひきにくくなる事は東洋医学の世界では当たり前の事で

す.こ れは漢方薬によりThl/Th2バ ランスが是正され

たためと考えても良いかと思います.基 礎研究で も十全

大補湯,補 中益気湯,楯 子拍皮湯等がTh1/Th2バ ラン

スを改善させるという報告があります.た だし十全大補

湯,補 中益気湯がすべての患者さんに有効かといえば,

まったく違います,漢 方薬は東洋医学の概念に基づいて

投与されなければ無効または有害になります.以 下簡単

に御説明します.

〈気血水の概念〉

　東洋医学では人間の体は気(≒ 自律神経系),血(≒

内分泌系),水(≒ 免疫系)が 密接 に関わりあいながら

維持されていると考えられています.こ のいずれかが異

常になり,バ ランスが崩れると病気になります.ア トピー

はス トレスで増悪 したり,月 経時増悪 したりします.そ

のため免疫機能(水)を 正常化するために自律神経系

(気)や 内分泌系(血)の 治療からアプローチした方が

よい場合があります.幸 い漢方薬には,気 。血 ・水の治

療薬が年齢や体質に応じてたくさんあって,自 律神経系一

内分泌系一免疫系のネットワークバランスを総合的に改

.善していく事が可能です.

　 さて皮膚病の漢方治療は大きくわけて標治と本治があ

ります,

〈標治療法〉

　皮疹の症状を診て漢方薬を決定,投 与する治療法を標

治といいます.皮 疹は紅斑→丘疹→小水庖→膿庖→湿潤

→苔癬化という状態をたどり,そ れぞれの段階から結痂,

落屑になって治癒 します.漢 方治療においては紅斑には

萬連解毒湯や白虎加人参湯等,丘 疹には十味敗毒湯や菌

葭窩湯等,小 水庖には消風散や柴苓湯等,膿 庖には排膿

散及湯や十全大補湯等,湿 潤には桂枝加黄醤湯や消風散

等,苔 癖化には温清飲や荊芥連翅湯等,そ れぞれの性状

に応 じた治療薬があります.

　 ..i.:hLの薬は一部の代表的な漢方薬です,一 人として同

じではない個々の患者さんの皮疹に対 し適切な漢方薬を

週ぷことによりオーダ_}イ ドの治療ができます.

〈本治療法〉

　東洋医学では皮膚病 はある日突然そこに生 じたもので

はなく,体 の内部の歪みのサインの一部にすぎないと考

えます.ア トピーを治療するためには歪みの機本的原因

を探り,そ れを治療する漢方薬を投与 しなければなりま

せん.従 って,皮 膚病であっても消化器系や内分泌系治

療薬に分類される漢方薬が必要になります,し か し内部

の歪みといってもただ患者さんをボーとみていてもなに

もわかりません.そ こで脈を触 ったり(脈 診)舌 を診た

り(舌 診)お 腹を触 ったり(腹 診)す る診察法が発達 し

ました.こ れらは東洋医学ではレントゲンや血液検査と

同等に重要なものです,

　特に腹診なしでは皮膚病といえども適格な漢方薬を選

ぶ事はできません.腹 診はわか らないから嫌だとおっしゃ

る先生方がいらっしゃいますが,長 い年月をかけて先達

が一っ一っの漢方薬に対応する腹診を決めてくれている

のでこれをマスターすれば投与すべき漢方薬をかなり絞

り込むことができます.

　私はまだまだ未熟者で大きい事は言えませんが,皮 膚

病治療に漢方薬を併用 して以来,今 では手湿疹で も漢方

薬が欠かせなくなっています.ま だ使用 した事のない先

生方,是 非漢方薬を治療の選択肢に加えてみる事をお推

め します.

　　　　　　　　　　荒 浪 暁彦(あ らなみクリニック)

動物実験に関連する法規の見直 しと

　　　　　　研究者の責任

　たとえヒトの生命を救 ったり健頗を噌進する医学研究

のためであうても,動 物実験に対 してはさまざまな批判

や反対運動があるが,慶 慮医学の読者には,そ れ らを改
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めて解説するまでもないであろうから.こ こでは,わ が

国の動物実験に関係する法規の見直しの現iAを 紹介する

ことにする,

i.動 物愛廼管理法と実験動物基準

　動物愛護に関 してもっとも基本となるわが国の法規は,

昭和98年 制定の 「動物の保護及び管理 に関する法律

(動管法)」 で,平 成ll年 に改正されて 「動物の愛護及

び管理に関する法律(動 物愛獲管理法)」 となった.本

法は環境省が所管 し,わ が国においてヒトが所有または

占有 しているすべての動物(野 生動物を除 く)を 対象 と

している.

　 この法律を受けて,わ が国では,動 物 を家庭動物等

(愛玩,介 漉,学 校飼育動物等),展 示動物(動 物園,水

族館,サ ーカス,店 頭販売動物等),実 験動物(試 験研

究,教 育訓練,ワ クチン製造動物等),産 業動物(食 料,

衣料,使 役動物等,い わゆる家畜)の4群 に分 けて動

物愛護行政を進めている.

　前2者 は,原 則として生涯飼い続けられ るべ き(終

生飼養)動 物であるが,後2者 は,特 定の目的をもっ

て育成飼育されている動物で,一 般には研究材料や食料

のためにある年齢に達するまでに処分される動物,っ ま

り,終 生飼養の原則が適用できない動物である.従 って,

これ ら4群 の動物をひとまとめに して"愛 護'し よう

とする動物愛謹管理法は,さ まざまな矛盾を抱え込まざ

るを得ない.

　そこで,当 時動管法を所菅していた総理府は,こ の4

群の動物にっいて別々の基準を策定し,行 政上の扱いに

格差を設けた.実 験動物に関 しては,昭 和55年 に 「実

験動物の飼養及び保管等に関する基準(=実 験動物基準)」

が告示されている.わ が国で,案 験動物の福祉(保 護,

愛護の意味を含む)や 倫理的な動物実験のための法規と

いえば,普 通はこの実験動物基準を指す.

2.欧 米法規との比較

　周知であろうが,欧 州諸国では,倫 理的な動物実験の

最終Hisは 政府にあり,政 府による動物実験者,動 物実

験施設,動 物実験計画の3種 類の認可が揃わないと動

物実験は実施できない.米 国とカナダでは,倫 理的な動

物実験の実質的な貴任は教育または研究機関の長にある.

動物実験計画の審査や動物実験施設の評価は,そ の機関

の長が任命した動物実験委員会が担当する.そ のため,

米国の 「実験動物の管理と使用に関する指針」では,動

物実験に関わる研究者の貴任(responsibility;)カ ≦強調

されている.

　 ところで,わ が国の実験動物基準は,適 正な飼育管理

を通して実験動物の福祉と倫理的な動物実験の実現を目

指 し,基 本的には動物実験に立ち入ることはない.し か

も,実 験動物の福祉に関する貴任は,個 々の動物実験者,

実験動物管理者,動 物飼育者にあって,予 算 と人事の権

限をもつ教育または研究機関の長であるf部 長や所長に

は及ばない.こ れ らのことが,動 物の側に立っ動物愛護

団体から強 く批判される点のひとっである.

　 しか し,動 管法の第11条 には動物実験について特別

な条項が設けられ,「 科学上の利用に供する場合には,

その利周に必要な限凌において,で きる限 りその動物に

iiiを 与えない方法によって しなければならない」 とさ

れている,そ して　動物愛護団体の強い働 きか けにも関

わらず.こ の条文は一字:一句 も修正(強 化)さ れること

なく,改 正された動物愛護管理法の第24条 へ引 き継が

れた.

　理由は,法 規にはなんの規定もないけれども,実 験動

物福祉に関する研究者の自主的な規制,例 えば生理学会,

薬理学会,霊 長類学会,実 験動物学会等のわが国の諸学

会がそれぞれ独自に会員が遵守すべ き動物実験指針を策

定 し,そ して,多 くの大学等において動物実験計画の審

査が爽施されている現状を立法と行政が評価 したためで

ある.

　平成11年 の調査によると,わ が困の大学,公 的研究

所,企 業の86.1,55.4,58.5%が 動物実験計画の審査を

実施 しており,今 後とも審査の爽施を考えていないと回

答 した機関はそれぞれ0.3,0.6,1.4%に 過ぎなか った.

医科大学に限れば,す でに平成U年 当時,す べての大

学で動物実験計画の審査が始 まっていた.

3.動 物愛護管理法の見直 しと研究者の責任

　改正された動物愛護管理法の附則と国会決議 によって,

平成17年 度 までに本法は見直すことが義務付けられて

いる.す でに家庭動物等の基準の改正は終わり,展 示動

物の甚準の見直 し作業が進行中である.恐 らく,,i.成

16年 度には実験動物に関する検討が始まるであろう.

　すでにわが国の大学等を中心に動物実験委員会の設置

と動物実験計画の富査が軌道に乗ってお り,倫 理的な動

物実験に関 して研究者や研究機関の長の責任を重視する

北米型に近い方向の自主的な改革が進んでいる.将 来の

予測は難 しいが,そ れを追認する形で日本の実験動物基

準が北米型に近づ く可能性が高い.

　また,目,米,カ ナダ,欧 州,ロ シア等が共同で建設

を進めている国際宇窟ステーションにおいては。国際法

の慣例に従い,区 域ごとに打ち上げ国の法律が適用 され

る。各区域で行われる動物実験は,当 然,そ れぞれの国

の実験動物関連法規に従 うことになる.国 際的な調和と

いう視点から,わ が国の関連法規をある程度 は堵外国

(少な くとも北米2国)の それに近づけてお くことが望

まれる.
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　ただし,北 米型の法規制に向かうとしても,研 究者の

責任の所在の明確化,動 物実験計画を審査する委員会構

成の検討,予 算確保の保証,さ らには,新 しく動物実験

を始める研究者のための教育等,解 決すべき問題が山積

している、とくに,倫 理的な動物実験の実施を研究者に

求めるにあたり,反 復 した学生時代からの啓蒙教育が不

可欠で,教 育カリキュラムの見直 しも必要となろう.

　 これに関連 した動 きとして,日 本学術会議第7部 実

験動物研連(玉 齪憲一委員長)に よる動物実験施設の第

三者詳価機構,主 に実験動物学と生理学の研究者の'/.LI

による動物実験計画審査の標準化等のための動物実験倫

理研究会,実 験動物医学会による実験動物基準改正案,

実験動物生産者団体である日本実験動物協会等による動

物施設査察制度等々の計画が進んでいる.

　また,研 究者は動物実験の実態を隠そうとしていると

いう動物愛護団体の非難を背景 として,動 物実験の憎報

の開示要求が強まっている.こ のような憎勢を考えると,

倫理的な動物実験の実施に向けての研究者の真摯で積極

的で多様な対応がますます必要になってくる,こ れらは

研究の自由を胆害するものでなく,一 般市民が過激 な動

物実験反対運動に賛同する流れを抑えるためである.倫

理的な動物実験の実施と実験動物の福祉の増進のために,

研究者の責任は一層重要である.

　　　　　　　　 前 島一激(慶 礁義塾大学名誉教授)

江戸の解剖学

　 ご存 知 の よ うに最 初の 西 洋 医学 が わ が国 に もた ら され

た の は,ま だ 京都 室 町 に名 目上 の 幕府 が 存在 した いわ ゆ

る戦 国 時 代 で あ うた.布 教 目的 で 来 日 した イ ス パ ニ アや

:rｰル トガ ルな どの宣 教 師 が 伝 え た もの で,南 蛮医 学 と総

称 さ れ て い る.当 時 の ヨー ロ ッパ で13,1543年 に ヴS

サ リウ スがrフ ァ ブ リカ』 を出 版 して 新 しい解 剖学 と そ

れ に 基 づ く医 学 が台 頭 しよ う と して いた が,南 蛮医 学 は

その 前 の 時 代 の もの で あ った.し か し ヨー ロ ッパ医 学 の

雰 囲 気 を伝 え る もの とは い え,医 学 を 専 門 とす るの で は

な い宗 教 人 が 実 践 して い た ので あ るか ら,正 確 な医 学 知

識 や技 量 は望 む べ く もな か ったで あ ろ う.

　 イ スパ ニ ア な ど にず っと遅 れ て1609年 に 平 戸 に 商館

を開 い た オ ラ ンダ は対 日交 易の 新 参 者 で あ っ た.し か し

オ ラ ンダに は それ ら先 行 者 に比 ぺ て 決 定 的 に 有 利 な 条 件

が あ った.旧 教 国 で は な く新教 国 で あ っ た こ と と,オ ラ

ン ダ商 館 に は東 イ ン ド会 社 と契 約 した ヨー ロ ッパ の 医 師

fifeh　 して い た ことの ふ た っ で あ る.

　 こ ころみ に読 者 に問 い た い.17Nt紀 な か ば,す な わ

ち徳 川 幕 府 の 開府 半 世 紀 後 に わ が国 に ヴェ サ リウ スの 解

剖学書が輸入されて,rti府 高官の前で商館医師により解

説がなされたことを想像できるか,と いうことである.

以下はハーグに現存する日本に駐留 したオランダ商館長

の業務日誌である 「商館長 日言己」の研究者が,そ の一部

を翻訳して研究した論稿の一部である.こ こにはさらに

われわれを驚かす事実 も述べ られている.

　 (1656$=記 事)『 またこの機会に,医 師 はVesalius

の解剖啓を用いて講義 した.翌57年 にも,日 本人医師

Ginsouwが 長崎でオランダ人医師か ら医学について詳

しい講義をうけ,こ れを書き記 して江戸に送 っている.

59年 にはオランダ人医師が通詞と共に政重の邸に呼ば

れ,解 剖書を見せ,人 体の内部を描いた絵についていろ

いろ説明せねばならなかった,こ の日政重は翌日医師 と

通詞が再び来て,彼 の面前で豚の解剖をするのを手伝 う

よう希望 した.こ の解剖 は,こ の年には実現 しなか った

が,翌 年政重の面前で,医 師が猪を解剖 し,Ambroise

　Pare'の 本によって,す べてを詳しく教授している.』

(永積　洋子:井 上筑後守政重と蘭学,蘭 学資料研究会

研究報告,第292号(A),81-83頁,1975俸)

　 ここには外科の神様と尊称された15世 紀ヨーロッパ

のアンブロワズ ・パ レが登場する。ちなみに,「e本 人

医師Ginsouw」 とは,当 時幕命を奉 じて長崎に赴き,

オランダ医学を研究 した向井元升であろう.元 升は芭蕉

門下のひとり向井去来の父で儒医であった。

　一部が翻訳 された 「商館長 日記」を読むと,江 戸幕府

の高官達は競ってオランダ商館医師の治療を受けていた.

当初は年に一度商館長 は江戸に参府 し,将 軍に拝謁する

ことになっていたが,そ の一行の江戸における定宿の長

崎屋には幕閣やその推薦をえた医師や高僧,謡 繭師 らが

引きも切らずに訪れている.

　かれらがこのような行動をあえてしたのは。特権的で

とびきりぜいたくな流行を世間をよそに取 り入れたとい

うことで理解できるであろうか.そ のような而があるこ

とは否定できないが,次 のような記事をみて思わず息を

のむのは私だけではないのではないか,

　西暦1646年 に着任 した商館長ウイル レム ・フiル ス

テーヘンの日PLに は次のような逸話が語 られている.

(1648年2月22日 の記述)『代官平蔵殿が我ら帰着の

十九 日前に落馬 して脚を折 り,痛 が激 しいので,そ の求

めに応じ我 らの外科医を派遣 して接合の治療をさせた』

(村上直次郎輝　長崎オ ランダ商館のB記 第二輯,195

頁,岩 波書店,1957)

　 代官平蔵 とはその後艮崎代官を世襲した末次平蔵であ

る.彼 の身辺には多数の日本人医師がいたであろうにも

かかわらず。骨折から19日 後に商館医師の治療を乞う

のである.彼 に関する記述は商館日記にしばしばみられ,
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